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１，目    的       （一社）札幌地区サッカー協会・札幌女子サッカー連盟に加盟している女子チームの技術の 

向上とチーム相互の交流を図る。 

 

２，主    催       札幌市 、 （一財）札幌市スポーツ協会 

 

３，主    管       （一社）札幌地区サッカー協会・札幌女子サッカー連盟 

 

４，期    日       女子一般 ２０２５年９月２８日（日）  

                   少女    ２０２５年９月２７日 (土) 

 

５，会    場       東雁来公園西サッカー場、石狩市スポーツ広場 

 

６，参加資格       一般 ： １１名以上の（公財）日本サッカー協会女子登録を完了したチーム（合同可） 

（1）本年度（一社）札幌地区サッカー協会女子登録をチーム・個人共に完了していること。 

（2）本年度札幌女子サッカー連盟加盟登録を完了していること。 

（3）上記条件を満たした中学生以上で構成されていれば合同チームも可とする。 

（4）合同チーム：複数チームによる「合同チーム」の大会参加を以下の条件により認める。 

① 主となるチームは⑵を完了していること。 

② 合同チームに参加する選手は⑴を完了していること。 

③ 大会参加申し込みの手続きはそれぞれのチーム代表者が協議の上、主体となるチー

ムが行うこと。 

④ 合同チームは大会終了まで合同で参加する。途中で他の参加チームへの変更は認め

ない。 

⑤ 同一登録団体から複数チームの参加を認める。なお、複数チームでの重複選手登録、

および期間中のチーム間での選手の登録変更は認めない 

                   少女 ： ８名以上の小学生で構成されたチーム 

 

７，参加チーム数     資格を有したチームの自由参加とする。 

 

８，競技方法     ・トーナメント方式により、優勝・準優勝を決定する。 

・試合時間は、一般は、６０分とする。少女は、４０分とする。（リーグの場合は変更あり） 

            ただし、勝敗の決しない場合は、ＰＫ方式によって勝敗を決する。 

・ハーフタイムのインターバルは、５分とする。 

 

９，競技規則     ・本年度（公財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。 

・メンバー表は、試合開始４０分前までに、大会本部に一部提出する。 

・競技開始前に登録選手の氏名を主審に提出しておき、その全員が主審に許可を得て交代すること 

ができる。これは「交代して退いた競技者が交代要員となって再び出場できる」ことをいう。 

           ・本大会において退場させられた者は、次の一試合に出場できず、それ以降の処置については 

大会規律委員会で決定する。 

           ・本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の一試合に出場できない。 

 



 

10，参加申込     ・参加申込みに必要な選手数は、一般：１１名以上、少女：８名以上とする。 

           ・参加申込みにあたっては、３級以上１名・４級以上２名 の審判員を帯同できること。 

           ・申込締切期日   ２０２５ 年 ８ 月 １５ 日（ 金 ） １５：００必着  

申込先 札幌女子サッカー連盟事務局   蝦名 宏美 

                  E-Mail：ebichan8707@gmail.com 

携 帯：090-2051-8266   FAX：011-711-6055 

 

11，参加料         参加料  一般 ４，０００円   少女 ２，０００円   

 

12，ユニフォーム   ユニフォームを着用すること。 

           参加申込み送付後の背番号の変更は認めない。 

 

13，表    彰     １) 優勝チームにはカップ・表彰状を授与し、次回まで保持すること。 

2) 準優勝チームには、盾、表彰状を授与す 

 

14，組合せ         主催者側にて決定する。 

 

15，代表者会議     日  時   ２０２５ 年  未定 

                   会  場   Ｗｅｂ会議 

 

16，開会式         代表者会議をもって開会式にかえる。 

 

17，閉会式         全試合終了後、その場で行なう。 

 

18，その他        ・参加資格に違反した場合、あるいは不都合な行為のあった場合は当該チームの出場を停止する。 

             ・代表者会議、その他の報告・連絡に関する日時は厳守するものとし、故なく遅延、欠席した 

場合は、原則として本大会の出場を停止する。 

              ・大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うものとする。 

              ・選手は、スポーツ傷害保険または、それに準ずる保険に加入していること。 

              ・指輪、ピアス、ネックレス等、全ての装身具は、危険防止のため、着用している者の試合 

への参加は認めない。 

              ・審判員については、帯同制による相互審判とする。 

              ・参加申し込み数により、「９，競技規則に規定された競技方法」を変更することもある。 

           ・大会参加者及び関係者は、自己責任のもと、以下の観点から自身の健康状態に問題な 

いことを確認し、体調不良の場合は参加しないこと。また、必要に応じて事前に医師 

の診断を受け、試合出場に支障のないことを確認のうえ出場すること。  

◎ 平熱を超える発熱 

◎ 咳（せき）、喉の痛みなどの風邪症状 

◎ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

 

 

☆ 試合会場でのゴミ等の管理は、各チーム責任を持って行ってください。 

☆ 個人情報：収集した個人情報は厳重に管理し、他の目的には使用いたしません。 


